
福 井 市 監 査 告 示 第 ２ ２ 号 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及

び 第 ４ 項 の 規 定 並 び に 福 井 市 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 井 市 監 査 告 示 第 ２ ０

号 ） に よ り 監 査 を 実 施 し た の で 、 同 条 第 ９ 項 の 規 定 及 び 福 井 市 監 査 基 準

に よ り 、 そ の 結 果 に 関 す る 報 告 を 次 の と お り 公 表 す る 。 

  令 和 ６ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 

 

福 井 市 監 査 委 員  浅  野  信  也 

              福 井 市 監 査 委 員  堀  田  宏  憲 

福 井 市 監 査 委 員  津  田  か お り 

福 井 市 監 査 委 員  漆  﨑    與 
 

１  監 査 の 種 類 

  定 期 監 査 （ 所 属 別 定 期 監 査 ） 

２  監 査 の 対 象 

(1) 対 象 所 属 等 

   総 務 部 

    広 報 プ ロ モ ー シ ョ ン 課 、 総 合 政 策 課 、 職 員 課 （ 安 全 衛 生 室 ） 、

行 政 Ｄ Ｘ 推 進 課 及 び 女 性 活 躍 促 進 課 

   消 防 局 

    消 防 総 務 課 、 予 防 課 、 救 急 救 助 課 、 管 制 課 、 中 消 防 署 、 南 消 防

署 、 東 消 防 署 及 び 臨 海 消 防 署 

(2) 監 査 範 囲 

   令 和 ５ 年 度 及 び ６ 年 度 （ ６ 月 末 分 ま で ） の 財 務 事 務 及 び 事 務 事 業

等 の 執 行 状 況 

３  監 査 の 着 眼 点 （ 評 価 項 目 ） 

(1) 財 務 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 が 、 法 令 に 適 合 し 、 本

市 を 取 り 巻 く 社 会 状 況 や 市 民 ニ ー ズ に 合 致 し て い る か 。 



(2) 経 済 的 か つ 効 率 的 な 事 業 実 施 に 向 け 、 各 事 業 の 取 組 に つ い て 検 証

を 行 っ て い る か 。 

４  監 査 の 実 施 内 容 

(1) 監 査 の 方 法 

   監 査 に 当 た っ て は 、 財 務 関 係 諸 帳 簿 及 び あ ら か じ め 所 属 等 に 提 出

を 依 頼 し た 監 査 資 料 を 調 査 す る と と も に 、 関 係 職 員 か ら の 聴 取 及 び

実 地 調 査 を 実 施 し た 。 

(2) 監 査 の 実 施 期 間 

   令 和 ６ 年 ８ 月 ２ 日 か ら 令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 ま で 

５  監 査 の 結 果 

  上 記 １ か ら ４ ま で に 記 載 し た と お り 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の

対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大

の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る こ

と が 、 お お む ね 認 め ら れ た 。 ま た 、 良 好 事 例 に つ い て は 高 く 評 価 す る

。 

な お 、 注 意 と し た 事 項 が あ る が 、 監 査 の 過 程 に お い て 触 れ た の で 省

略 す る 。 

（ 良 好 事 例 ） 

福 井 市 ナ ッ ジ ・ ユ ニ ッ ト （ ナ ッ ジ を 用 い て 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 や

行 政 運 営 の 効 率 化 を 図 る こ と を 目 的 と し た 若 手 の 市 職 員 有 志 ） は 、

ナ ッ ジ （ 人 々 が よ り 良 い 選 択 を 自 発 的 に 取 れ る よ う 手 助 け す る 政 策

手 法 ） の 考 え 方 を 普 及 促 進 し た 。 

一 例 を 挙 げ る と 、 例 年 、 市 民 を 対 象 と し た 大 腸 が ん 検 診 の 受 診 勧

奨 ハ ガ キ を 対 象 者 に 送 付 し て い る が 、 令 和 ５ 年 度 は 実 証 実 験 と し て

従 来 版 の ハ ガ キ を 含 め ４ 種 類 の 異 な る デ ザ イ ン の ハ ガ キ を 用 意 し 、



対 象 者 に い ず れ か を 送 付 し た 。 そ の 受 け 取 っ た ハ ガ キ に よ る 受 診 率

の 違 い を 統 計 学 的 に 比 較 し 受 診 率 向 上 に 繋 げ る と い う も の で あ る 。 

実 証 実 験 に 取 り 組 ん だ こ と や 応 用 範 囲 の 広 い ナ ッ ジ の 考 え 方 に つ

い て 、 普 及 促 進 を 図 っ た こ と は 評 価 で き る 。 

【 総 務 部 総 合 政 策 課 】 

 


